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令和２年 鰺ヶ沢町農業委員会 

第１０回定例総会会議録 
 

令和２年１０月１２日（月）午前１０時００分開議 

鰺ヶ沢町役場 ３階第４委員会室 

 

 

 

 

 

１． 開会 

 

２． 会期の決定 

 

３． 会議録署名者の指名及び書記の任命 

 

４． 諸般の報告 

 

５． 議案の上程 

 

６． 議案の審議（許可・承認） 

 

７． 閉会 
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◎出席委員 １２名 

１番 兼岡 正英 

２番 神 文人 

３番 三上 三樹 

４番 佐藤 松子 

５番 木村 暢子 

６番 木村 賢一 

７番 工藤 修二 

９番 井上 豊久 

１０番 兼平 昭光 

１１番 對馬 孝 

１２番 木村 重美 

１３番 工藤 清 

◎欠席委員 １名 

８番 工藤 文信  

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

１．開会 

 ただ今より令和２年第１０回定例総会を開会致します。はじめに、工藤会長よ

り挨拶をお願いします。 

 

 

（会長挨拶） 

 

 

 それではこれから会議に入ります。鰺ヶ沢町農業委員会会議規則第５条の規定

により議長は会長が務めることとなっておりますので、議事は工藤会長が進行し

ます。会長、よろしくお願いします。 

 

  

 ただ今の出席委員は１３名中１２名でございます。よって本日の定例総会は定

足数に達しておりますので会議は成立致しました。 

（午前１０時００分） 

 

 

２．会期の決定 

 審議に入ります。まず会期の決定を議題と致します。本日の会期は、午前１０

時から正午までとします。この議題にご異議ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしということでありますので、本日の会期は午前１０時から正午までと

決定致します。 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．会議録署名者の指名及び書記の任命 

 会議録署名者の指名及び書記の任命については本総会会議規則第１４条第２

項の規定により議長が指名致します。会議録署名者を１番の兼岡委員、２番の神

委員にお願いします。書記については事務局職員にお願いします。 

 

 

４．諸般の報告 

 諸般の報告を事務局お願いします。 

 

 

報告第１号 

  令和２年９月４、８、９、１０日 

鰺ヶ沢町第３回定例会 

場 所：鰺ヶ沢町役場 議場  

出席者：工藤会長、事務局（田村） 

 

報告第２号 

令和２年９月２５日 

耕作放棄地の非農地認定に係る事前調査会 

  場 所：舞戸町字東禿地内外４件 

  出席者：兼岡正英委員、神文人委員、對馬孝委員、事務局（齊藤、太田） 

 

報告第３号 

令和２年９月２８日 

  農地法第３条及び５条許可申請に係る事前調査会 

場 所：建石町字餅ノ沢地内外３件 

出席者：木村暢子委員、井上豊久委員、木村重美委員、事務局（齊藤、太田） 

 

以上報告を終わります。 

 

 

５．議案の上程 

 議案の上程を致します。 

 

議案第３３号 農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可につ

いて 

 

議案第３４号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意

見について 

 

議案第３５号 農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認に

ついて 

 

議案第３６号 耕作放棄地が「農地」に該当するか否かの判断について 

 

 以上４議案を上程致します。 
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

６．議案の審議 

 議案の審議に入ります。議案第３３号農地法第３条第１項の規定に基づく農業

委員会の許可について事務局に説明を求めます。 

 

 

 農地法第３条第１項の規定により、許可申請書の提出があった件について農業 

委員会の許可を求めるものであります。議案第３３号の詳細について申し上げま

す。 

 

番号３８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字餅ノ沢２４番４ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 １，７５３㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、親子間の贈与による所有権移転です。 

 

番号３９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字中山ノ井７２番１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ９４３㎡ 

外 畑１筆 合計２筆 

合計面積 ９８２㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、親戚間の贈与による所有権移転です。 

 

番号４０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平８０番２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，９５４㎡ 

外 畑１筆 合計２筆 

合計面積 ４，１４８㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、親子間の贈与による所有権移転です。 

 

資料４頁をご覧ください。 

 第２項の第１号から第７号までありますが、２項の第７号をご覧ください。 

番号３８番、３９番、４０番の所有権移転につきましては９月２８日、農業委員

の木村委員、井上委員、木村委員と事務局が現地を確認しまして、周辺の農地の

利用状況を確認しております。 

 農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たすと考え

ます。以上です。 

 

 

それでは議案第３３号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可

について早速審議に入ります。 

 議案第３３号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について

ご異議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 
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議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

井上豊久委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第３３号農地法第３条第１項

の規定に基づく農業委員会の許可について原案のとおり許可することに賛成の

方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第３３号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員

会の許可について原案のとおり許可することに決定致します。 

続きまして議案第３４号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に

係る意見について事務局に説明を求めます。 

 

 

議案第３４号は農地法第５条農地転用許可にかかる意見についてであります。 

 提案理由は農地法第５条第１項及び同法第５条３項の規定に基づき、当農業委

員会の意見を付して県知事に送付したいので審議を求めるものであります。 

 今総会に申請されましたのは賃貸借による一時転用が１件、工事用仮設道路の

建設であります。 

 番号６農地の所在は、鰺ヶ沢町大字北浮田町字平野１６４番２、登記簿地目現

況共に畑、農地転用面積は５，３１１㎡のうち１９２㎡であります。 

 ６頁の図面をご覧ください。風力発電事業機器資材の輸送に際し、転回場所と

して使用するため農地の一部を一時転用するものであります。 

 面積は必要最小限で、工事完了後につきましては、速やかに農地に戻すという

ことで地権者と契約しているということで、許可相当であると判断しました。 

一般基準については、事前調査会が開催されていますので省略します。 

 以上です。 

 

 

ただいま事務局より、議案第３４号の説明がございましたが、番号６の事前調

査会をおこなっておりますので、当日の調査員にあたっている井上委員に調査結

果報告をお願いします。 

 

 

令和２年９月２８日、木村暢子委員、木村重美委員、事務局とともに農地法第

５条第１項の規定による許可申請のあった事前調査結果について報告します。 

議案第３４号６番をご覧ください。 

申請者の住所、氏名及び申請内容は記載のとおりです。 

申請地は北浮田町字平野１６４番２、面積は、５，３１１㎡のうち１９２㎡、

地目は登記・現況ともに畑となっております。 

一般基準からみた判断を申し上げます。 

申請内容は中泊の風力発電施設への資材運搬のための輸送車の転回場所とし

ての一時転用であり、現地調査をしたところ、資料６頁の図面の区域内を盛り土

し鉄板を敷く計画となっており、一時転用終了後には確実に農地に復旧すること

が申請者と地権者との間で確約されており、問題はないとみました。 
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井上豊久委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、面積的にも適当と思われ、資金関係については残高証明書が提出されて

おり、県の許可後においても、直ちに着工される計画であることから、本申請は

許可相当と認められました。 

以上、現地調査の報告を終わります。 

 

 

それでは議案３４号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る

意見について早速審議に入ります。 

議案第３４号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見に

ついてつきましてご異議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

異議なしとのことですので、採決致します。議案第３４号農地法第５条第１

項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について原案のとおり許可すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

全員賛成ですので議案第３４号農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用

許可に係る意見について原案のとおり許可することに決定致します。 

続きまして議案第３５号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の

承認について事務局に説明を求めます。 

  

 

議案第３５号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認につい

て説明いたします。 

 

 １．所有権移転 

件 数           ０件 

 

地目別面積   田     ０㎡ 

畑     ０㎡ 

樹園地    ０㎡ 

計     ０㎡ 

 

 

 ２．利用権設定 

再設定   ６件      ５５，４８４㎡ 

新 規   １件         ３５７㎡ 

計    ７件      ５５，８４１㎡ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    契約内訳 

３年未満の契約     ０筆          ０㎡ 

３年から５年契約    ３筆     １６，２２２㎡ 

６年から９年契約    ０筆          ０㎡ 

１０年以上の契約   １５筆     ３９，６１９㎡ 

計      １８筆     ５５，８４１㎡ 

   

  貸手・借手内訳   

貸手農家    ７名 

借手農家    ４名 

 

    地目別面積    

田      ５１，８８６㎡ 

畑       ３，９５５㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計      ５５，８４１㎡ 

 

 

３．総地目別面積    

田      ５１，８８６㎡ 

畑       ３，９５５㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計      ５５，８４１㎡ 

 

４．農地中間管理機構 

出し手農家    ０名 

受け手農家    ０名 

 

地目別面積       

田          ０㎡ 

畑          ０㎡ 

樹園地         ０㎡ 

計          ０㎡ 

 

つづきまして詳細についてご説明致します。 

 

番号１３７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字上唐松６１番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６，４９５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ８，０１５㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で契約しております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号１３８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字上唐松６１番地３ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３５７㎡ 

新規設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１３９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字唐松１４３番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，８８６㎡ 

外 田８筆 合計９筆 

合計面積 １７，９９２㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１４０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南金沢町字上高根山４４６番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，１９３㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ９，３００㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

賃借料 １０ａ当り１．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１４１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須１７０番地１ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ４，５８５㎡のうち３，９５５㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 畑 

期 間 １０年 

賃借料 全部で４５，０００円での契約です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

番号１４２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須浜田１３０番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，７０７㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号１４３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字平野１７４番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，４５３㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 １３，５１５㎡ 

再設定 

利用権の設定をする者と受ける者については記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ３年 

賃借料 全部で１５０，０００円での契約です。 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

ただ今議案第３５号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第３５号について原案のとお

り承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第３５号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積

計画の承認について、原案どおり承認することに決定しました。 

続きまして議案第３６号耕作放棄地が「農地」に該当するか否かの判断につい

て、事務局説明お願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１頁をご覧ください。提案理由として鰺ヶ沢町長より依頼のあった農地・非

農地の判断対象地について、農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当する

か否かの判断をしたいので、議決を求めるものであります。 

 １２頁をご覧ください。令和２年度耕作放棄地に係る農地・非農地の判断対象

地について説明致します。関係者は５名、計７筆、地目は全て畑、合計面積が３

２，９０２㎡であります。 

 現況確認結果については１４頁をご覧ください。 

 

 番号１ 

 農地の所在地 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東禿１０４番６４ 

 農家基本台帳地目 畑  所有者は記載のとおり 

 合計面積  １，１２２㎡  現況確認実施日  ９月２５日 

 資料写真のとおり現況が森林化しており、農地への復元が困難と認めたことか

ら、３人の農業委員とも「非農地」と判断いたしました。 

 

番号２ 

 農地の所在地 鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸１６２番 

 農家基本台帳地目 畑  所有者は記載のとおり 

 合計面積  ４４８㎡  現況確認実施日  ９月２５日 

 資料写真のとおり現況が森林化しており、農地への復元が困難と認めたことか

ら、３人の農業委員とも「非農地」と判断いたしました。 

 

番号３ 

 農地の所在地 鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸２９８番１ 外１筆 

 農家基本台帳地目 畑  所有者は記載のとおり 

 合計面積  ３，４１４㎡  現況確認実施日  ９月２５日 

 資料写真のとおり現況が森林化しており、農地への復元が困難と認めたことか

ら、３人の農業委員とも「非農地」と判断いたしました。 

 

番号４ 

 農地の所在地 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須２３０番 

 農家基本台帳地目 畑  所有者は記載のとおり 

 合計面積  ７，６９８㎡  現況確認実施日  ９月２５日 

 資料写真のとおり現況が森林化しており、農地への復元が困難と認めたことか

ら、３人の農業委員とも「非農地」と判断いたしました。 

 

番号５ 

 農地の所在地 鰺ヶ沢町大字長平町字西岩木山１７９番 外１筆 

 農家基本台帳地目 畑  所有者は記載のとおり 

 合計面積  ２０，２２０㎡  現況確認実施日  ９月２５日 

 資料写真のとおり現況が森林化しており、農地への復元が困難と認めたことか

ら、３人の農業委員とも「非農地」と判断いたしました。 

 

 

 なお、本日の総会において「非農地」と承認されますと、非農地通知書を登記

名義人に通知いたします。当農業委員会では登記簿地目を現況にそった地目に変

更登記してくださるよう要請します。また農地基本台帳から経営面積を除外する

旨を記載しています。以上です。 
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議長 

 

 

 

 

 

木村重美委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 ただ今議案第３６号について説明がありましたが、この議案につきましてご異

議、ご質問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

１２番木村です。 

耕作放棄地を非農地にするまでに数年必要とするが、期間を短縮することはで

きないのか。 

現況が明らかに耕作に適当していない土地も、非農地とするまでに数年掛かっ

ているのはなぜなのか。 

 

 

事務局は説明をお願いします。 

 

 

農業委員会は、年に１回、全ての農地の状況を調査しなければならないとされ

ており、その調査により判明した町内の農地を、荒廃の程度に応じてＡ分類とＢ

分類に区分し、管理しています。 

Ａ分類は抜根、整地等することにより再生利用が可能な荒廃農地、Ｂ分類は森

林化している等再生利用が困難と見込まれる荒廃農地です。 

毎年調査を行っているため、農地・非農地の判断対象となるＢ分類を新しく発

見というのは通常ありません。 

また、調査結果をもとに区分の見直しもしており、Ａ分類からＢ分類にするま

でに数年必要とするため、非農地認定するまでの期間を短縮することは難しいと

考えます。 

 

 

その他質問はありませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、さっそく採決致します。議案第３６号について原

案のとおり議決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第３６号、耕作放棄地が「農地」に該当するか否かの判

断について原案どおり議決することに決定致しました。 

 

 

７．閉会 

 以上で本日の議案の審議は全て終了致しました。みなさんご協力ありがとうご

ざいました。 

（午前１０時３０分） 
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８．その他 

 ・次回の総会は１１月１０日（火）午前１０時に開催予定。 

 

 

 

 

 

 

会    長    工 藤  清 

              

会議録署名者    兼 岡 正 英 

 

  〃       神  文 人 

 

 

 


